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明
治
四
年
・
登
米
県
に
お
け
る
反
乱
陰
謀
未
遂
事
件
小
考

手

塚

典
旦

明治4年・登米県における反乱陰謀未遂事件小考

一
　
は
し
が
ぎ

二
　
事
件
の
概
況

三
　
裁
判
の
経
過
、
結
末

四
　
む
す
び

　
　
　
　
　
　
一
　
は
し
が
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
明
治
四
年
の
初
め
頃
、
登
米
県
に
お
い
て
反
乱
陰
謀
事
件
が
未
遂
の
ま
ま
発
覚
し
た
。
こ
の
事
件
は
、
元
仙
台
藩
士
で
あ
っ
た
本
多
松

之
丞
、
松
原
恭
之
助
ら
が
、
一
部
の
農
民
と
結
託
、
共
謀
し
て
「
天
下
回
復
」
の
反
乱
陰
謀
を
企
て
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
挙
兵
以
前

に
露
顕
し
た
の
で
あ
る
。
事
が
発
覚
し
た
理
由
は
、
残
念
な
が
ら
わ
か
ら
な
い
。

　
登
米
県
当
局
に
よ
っ
て
関
係
者
は
逮
捕
さ
れ
、
入
獄
し
た
。
関
係
者
の
自
白
か
ら
本
吉
郡
松
崎
村
の
鮎
見
太
良
平
旧
屋
敷
附
近
に
埋
め

ら
れ
て
い
た
相
当
数
の
大
砲
類
が
発
掘
さ
れ
て
押
収
さ
れ
た
。
仙
台
藩
に
お
い
て
も
関
係
者
の
相
当
数
を
逮
捕
し
た
。
そ
し
て
結
局
、
こ
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の
事
件
の
裁
判
は
、
宮
城
県
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
押
収
の
武
器
か
ら
推
察
し
て
、
相
当
規
模
の
反
乱
準
備
が
行
わ
れ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
維
新
直
後
、
奥
羽
地
方
に
お

け
る
か
な
り
注
目
す
べ
き
事
件
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
事
件
は
、
私
の
知
る
限
り
に
お
い
て
、
宮
城
地

方
の
郷
土
史
研
究
に
お
い
て
は
、
全
く
採
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
。
中
央
史
家
の
明
治
初
期
士
族
反
乱
の
研
究
の
中
に
も
み
あ
た
ら

　
（
2
）

な
い
。
わ
ず
か
に
石
巻
市
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
明
治
四
年
雑
事
綴
」
（
旧
登
米
県
文
書
）
の
中
の
関
係
文
書
一
通
が
、
「
石
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

市
史
編
纂
資
料
・
伊
寺
水
門
」
第
三
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
先
年
、
私
は
こ
の
一
件
に
関
す
る
裁
判
史
料
が
、
旧
司
法
省
保
管
文
書
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
の
中
に
は
関
係
者
の
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

判
所
に
お
け
る
「
口
書
」
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
事
件
の
主
謀
者
と
目
さ
れ
る
人
々
は
、
逃
亡
も
し
く
は
獄
死
し
た
た

め
．
残
さ
れ
て
い
る
「
口
書
」
は
．
附
和
随
行
の
者
あ
る
い
は
そ
の
程
度
に
も
達
し
な
い
関
係
者
の
も
の
だ
け
で
あ
る
．
し
た
が
っ
て
そ

れ
ら
の
「
口
書
」
に
よ
っ
て
事
件
の
核
心
を
把
む
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
そ
の
片
鱗
だ
け
は
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
こ
に
、
こ
の
事
件
に
関
す
る
未
定
稿
的
な
一
小
論
を
発
表
す
る
所
以
は
、
こ
れ
が
将
来
、
地
元
の
宮
城
県
に
お
い
て
、
新
史
料
発
見

の
契
機
と
な
る
こ
と
を
念
願
す
る
が
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
大
方
の
御
示
教
が
得
ら
れ
れ
ば
皇
に
幸
で
あ
る
。
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（
1
）
　
明
治
戊
辰
戦
争
後
、
旧
仙
台
藩
領
は
収
公
さ
れ
、
明
治
元
年
十
二
月
、
そ
の
一
部
に
仙
台
藩
の
復
活
が
許
さ
れ
た
が
、
大
部
分
の
旧
藩
領
は
、

諸
藩
の
取
締
地
と
な
っ
た
。
そ
し
て
二
年
三
月
、
土
浦
藩
に
委
任
さ
れ
て
い
た
登
米
、
遠
田
、
志
田
三
郡
が
涌
谷
県
と
な
り
、
さ
ら
に
八
月
七
日
、

同
県
は
登
米
県
と
改
称
、
そ
の
後
、
こ
の
登
米
県
と
石
巻
県
（
二
年
七
月
、
高
崎
藩
に
委
任
さ
れ
て
い
た
本
吉
、
桃
生
、
牡
鹿
三
郡
が
桃
生
県
と
な

　
り
、
翌
八
月
に
石
巻
県
と
改
称
）
、
さ
ら
に
胆
沢
県
内
の
栗
原
郡
と
が
合
併
し
、
三
年
九
月
二
十
八
目
に
あ
た
ら
し
い
登
米
県
と
し
て
誕
生
し
た
。

登
米
県
は
仙
北
の
七
郡
を
管
轄
し
た
の
で
あ
る
（
高
橋
富
雄
「
宮
城
県
の
歴
史
」
・
昭
和
四
十
四
年
・
二
二
〇
頁
ー
二
一
二
頁
）
。

　
新
生
登
米
県
の
知
事
は
．
石
巻
県
知
事
か
ら
転
じ
た
山
中
献
（
「
顕
要
職
務
補
任
録
」
上
・
明
治
三
十
五
年
・
五
一
二
頁
）
、
大
参
事
は
塩
谷
良
翰

　
で
あ
っ
た
（
塩
谷
「
回
顧
録
」
・
大
正
七
年
・
二
四
一
頁
）
。

　
山
中
は
翌
十
月
七
日
に
退
任
（
前
掲
「
顕
要
職
務
補
任
録
」
・
二
一
二
頁
）
、
そ
の
後
、
知
事
の
任
命
は
な
か
っ
た
。
こ
の
山
中
の
退
任
は
、
塩
谷
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と
の
政
争
の
結
果
と
す
る
説
も
あ
る
が
（
難
波
信
雄
「
登
米
県
」
・
「
宮
城
県
百
科
事
典
」
・
昭
和
五
十
七
年
・
七
八
五
頁
）
、
山
中
は
病
気
の
た
め
来

任
し
な
か
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
（
「
登
米
郡
史
」
上
・
大
正
十
二
年
・
二
一
二
七
頁
）
。

　
　
な
お
、
登
米
県
の
県
庁
は
、
三
年
十
一
月
に
涌
谷
か
ら
登
米
へ
移
り
（
前
掲
「
登
米
県
」
・
「
宮
城
県
百
科
事
典
」
・
七
八
五
頁
）
、
塩
谷
県
政
は
翌

　
四
年
十
一
月
二
日
、
登
米
県
が
そ
の
管
轄
地
の
一
部
を
一
関
県
へ
、
大
部
分
を
仙
台
県
へ
移
管
し
て
廃
止
さ
れ
る
ま
で
つ
づ
き
、
塩
谷
は
ひ
き
つ
づ

き
仙
台
県
令
に
就
任
し
た
（
前
掲
「
顕
要
職
務
補
任
録
」
・
五
二
〇
頁
）
。

（
2
）
　
黒
正
巌
「
百
姓
一
揆
の
研
究
」
続
編
・
昭
和
三
十
四
年
・
二
一
五
頁
以
下
の
「
明
治
初
年
に
於
け
る
侍
階
級
の
騒
擾
」
、
あ
る
い
は
後
藤
靖
「
士

族
叛
乱
と
民
衆
騒
擾
」
・
岩
波
講
座
「
日
本
歴
史
」
14
近
代
1
・
昭
和
五
十
年
・
二
九
五
頁
以
下
の
「
士
族
叛
乱
年
表
」
に
も
、
こ
の
事
件
は
洩
れ

　
て
い
る
。

（
3
）
　
「
石
巻
市
史
編
纂
資
料
・
伊
寺
水
門
」
第
三
集
・
昭
和
五
十
五
年
・
三
二
頁
ー
三
三
頁
。
こ
の
文
書
は
、
明
治
四
年
二
月
、
登
米
県
か
ら
事
件

　
の
処
理
を
太
政
官
弁
官
宛
に
伺
い
出
た
も
の
で
、
押
収
武
器
の
目
録
も
添
付
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）
（
5
）
　
現
在
は
法
務
図
書
館
所
蔵
の
文
書
で
「
登
米
県
伺
陸
前
国
桃
生
郡
太
田
村
百
姓
善
兵
衛
伜
甚
十
郎
不
容
易
ノ
事
件
ヲ
企
テ
銃
器
ヲ
恣
二
貯

蔵
セ
シ
ニ
付
吟
味
方
ノ
件
」
、
「
諸
県
伺
・
明
治
四
、
五
年
」
・
第
二
三
号
、
「
登
米
県
伺
陸
前
国
桃
生
郡
太
田
村
無
宿
甚
十
郎
非
常
ノ
企
ヲ
為
シ
タ
ル

事
件
仙
台
藩
士
二
連
累
ス
ル
モ
甚
十
郎
逃
走
セ
シ
ニ
付
処
分
方
ノ
件
」
・
前
掲
「
諸
県
伺
・
明
治
四
、
五
年
」
・
第
四
一
号
、
「
宮
城
県
伺
陸
前
国
桃

生
郡
女
川
浜
農
末
永
泰
治
他
八
名
及
川
周
助
ノ
隠
謀
二
同
意
シ
或
ハ
情
ヲ
知
ツ
テ
訴
出
ザ
リ
シ
件
」
・
「
諸
県
口
書
・
明
治
五
年
」
・
第
六
五
六
号
。

　
こ
の
内
、
第
一
の
文
書
が
前
註
で
述
べ
た
登
米
県
文
書
と
同
じ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
に
多
少
の
字
句
の
相
違
が
あ
る
。
ま
た
、
第
三
の
文
書

　
の
中
に
は
、
関
係
者
九
名
す
な
わ
ち
末
永
泰
治
、
三
浦
慎
平
、
穴
沢
左
一
郎
、
樋
渡
俊
吾
、
猪
狩
清
四
郎
、
高
橋
良
之
進
、
鈴
木
顕
吉
、
菱
沼
徳
之

　
丞
、
今
野
明
治
の
「
口
書
」
が
「
陸
前
桃
生
郡
女
川
浜
百
姓
杏
安
伜
末
永
泰
治
外
八
名
口
書
」
（
壬
申
四
月
廿
九
日
）
と
題
す
る
一
つ
の
文
書
に
ま

と
め
ら
れ
て
入
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
個
人
別
に
区
切
ら
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
「
誰
々
口
書
」
（
例
え
ば
「
末
永
泰
治
口
書
」
）

と
い
う
仮
称
を
付
し
て
引
用
す
る
。

　
　
さ
ら
に
「
諸
藩
伺
書
」
明
治
四
年
・
第
二
と
い
う
文
書
の
中
に
、
獄
死
し
た
大
宮
清
吉
並
に
一
旦
逮
捕
さ
れ
後
ち
に
放
免
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
上

遠
野
耕
造
、
中
村
新
治
、
黒
田
文
蔵
、
竹
内
浩
平
、
大
条
父
母
之
助
ら
の
「
口
書
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
文
書
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
．
そ
の

　
日
附
は
、
大
宮
の
そ
れ
は
「
庚
午
」
と
の
み
あ
り
、
他
は
す
べ
て
「
庚
午
十
二
月
」
と
な
っ
て
い
る
．
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
「
口
書
」
を
、
「
誰
々

　
口
書
」
と
し
て
引
用
す
る
。

315



法学研究62巻12号（’89：12）

二
　
事
件
の
概
況

　
こ
の
事
件
の
確
実
な
首
謀
者
は
、
本
多
松
之
丞
、
松
原
恭
之
助
、
及
川
周
助
と
思
わ
れ
る
が
、
本
多
と
松
原
は
逃
亡
し
て
逮
捕
さ
れ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
（
2
）

及
川
は
逮
捕
後
に
獄
死
、
ま
た
首
謀
者
の
一
人
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
三
条
順
造
（
甚
十
良
）
は
脱
獄
し
て
行
方
不
明
と
な
る
な
ど
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

彼
等
は
処
罰
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
た
め
、
彼
等
の
「
口
書
」
は
残
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
彼
等
が
ど
ん
な
つ
な
が

ヤ

リ
か
ら
結
束
し
た
の
か
、
そ
し
て
具
体
的
に
ど
ん
な
陰
謀
を
計
画
し
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
進
行
し
て
い
た
の
か
、
ま
た
ど
の
程
度
の
同
調

者
が
い
た
の
か
な
ど
、
主
謀
者
側
の
細
か
い
事
情
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
逮
捕
さ
れ
て
処
罰
を
う
け
た
者
は
合
計
八
名
で
あ
る
が
、
そ
の
内
、
比
較
的
事
件
と
の
関
係
が
ふ
か
い
と
思
わ
れ
る
末
永
泰
治
1
そ

れ
に
し
て
も
附
和
随
行
の
域
を
出
で
な
い
が
ー
の
「
口
書
」
の
中
に
、
彼
が
本
多
松
之
丞
お
よ
び
及
川
周
助
か
ら
聞
い
た
と
い
う
陰
謀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

計
画
の
一
端
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
本
多
か
ら
聞
い
た
と
い
う
件
は
、

　
去
ル
辰
年
東
京
上
野
戦
争
之
節
散
乱
い
た
し
候
彰
義
隊
加
州
井
庄
内
等
二
潜
入
致
し
居
候
処
此
度
庄
内
二
お
ゐ
て
浮
浪
之
徒
ヲ
相
集
メ
加
州
申
合
奥
羽

　
藩
々
を
誘
引
致
し
再
兵
を
挙
候
義
二
有
之
同
人
義
者
是
よ
り
松
前
江
出
張
情
態
探
索
之
上
直
庄
内
江
罷
越
候

と
い
う
の
で
あ
る
。
「
松
前
江
出
張
」
と
い
う
の
は
、
北
海
道
に
も
榎
本
軍
の
残
党
が
居
り
、
味
方
に
引
き
入
れ
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
次
に
、
及
川
か
ら
聞
い
た
と
い
う
件
は
、

　
庄
内
二
お
ゐ
て
兵
を
挙
候
と
申
義
未
タ
不
分
明
之
事
二
候
得
共
万
一
右
松
之
丞
申
聞
候
通
弥
相
違
無
之
上
者
何
レ
茂
一
旦
庄
内
江
相
越
し
候
上
引
返
し

　
当
国
石
巻
県
襲
撃
二
お
よ
ひ
金
穀
器
械
等
奪
取
其
上
秋
田
江
進
撃
い
た
し
可
然
旨
周
助
申
聞
候

　
と
あ
る
。
末
永
が
こ
れ
ら
の
話
を
聞
い
た
時
期
は
、
明
治
三
年
七
月
上
旬
の
由
で
あ
る
。

　
前
掲
し
た
末
永
「
口
書
」
の
記
事
は
漠
然
と
し
て
お
り
、
そ
れ
が
た
め
庄
内
の
ど
こ
で
、
誰
達
と
ど
ん
な
規
模
の
決
起
を
断
行
す
る
の

か
、
ま
た
後
述
す
る
ご
と
く
陰
匿
さ
れ
て
い
た
大
砲
類
の
入
手
先
も
わ
か
ら
ず
、
さ
ら
に
石
巻
県
の
ど
こ
を
襲
っ
て
金
銭
と
器
械
（
武
器
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の
こ
と
と
思
わ
れ
る
）
を
奪
取
す
る
の
か
、
そ
し
て
秋
田
の
ど
こ
へ
行
っ
て
何
を
す
る
の
か
な
ど
、
詳
し
い
こ
と
は
一
切
わ
か
ら
な
い
が
、

そ
れ
で
も
、
こ
の
末
永
「
口
書
」
に
み
ら
れ
る
伝
承
記
事
は
、
事
件
の
内
容
を
一
応
、
と
も
か
く
も
伝
え
て
い
る
貴
重
な
記
録
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
そ
れ
で
は
、
末
永
は
ど
ん
な
風
に
事
件
と
の
か
か
わ
り
を
持
っ
た
の
か
、
彼
の
「
口
書
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
事
情
を
追
っ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
7
）

　
七
月
上
旬
と
覚
（
明
治
三
年
で
あ
る
1
手
塚
註
）
元
旧
幕
下
大
銃
方
二
而
箱
館
江
出
張
候
本
多
松
之
丞
義
右
居
村
（
末
永
の
住
所
は
桃
生
郡
女
川
浜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
で
あ
る
f
手
塚
註
）
通
掛
候
二
出
会
候
処
同
人
義
松
原
恭
之
助
と
申
者
何
方
二
居
住
候
哉
相
教
呉
候
様
申
二
付
右
恭
之
助
義
も
私
同
様
箱
館
江
脱
走

　
い
た
し
候
者
二
而
赦
免
後
桃
生
郡
飯
野
川
在
二
住
居
罷
在
候
二
付
其
旨
申
聞
候
上
一
先
つ
私
方
江
立
寄
候

　
前
述
の
ご
と
く
末
永
が
本
多
か
ら
陰
謀
内
容
の
一
端
を
聞
い
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
本
多
が
末
永
宅
に
立
寄
っ
た
際
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
末
永
は
本
多
か
ら
松
原
へ
、
庄
内
へ
向
う
よ
う
に
と
の
伝
言
を
次
の
よ
う
に
依
頼
さ
れ
、
ま
た
末
永
自
身
も
本
多
の
主
張
に
同
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
委
細
庄
内
大
参
事
申
合
仙
台
藩
之
者
出
張
候
ハ
』
関
門
無
差
支
通
行
出
来
候
筈
二
い
た
し
置
候
条
右
之
段
恭
之
助
江
も
申
伝
呉
候
様
申
聞
其
後
同
人
者

　
直
松
前
之
方
江
向
キ
出
立
候
義
二
而
取
急
キ
候
義
二
付
巨
細
之
義
者
相
心
得
不
申
候
得
共
右
者
全
ク
奥
羽
藩
二
申
入
再
兵
を
挙
ケ
天
下
回
復
を
謀
候
趣

　
二
有
之
私
義
其
節
外
二
活
計
之
策
無
之
此
儘
打
過
候
而
者
当
然
飢
餓
二
及
候
外
無
之
窮
迫
之
折
柄
一
時
心
得
違
前
書
松
之
丞
議
論
二
同
意
い
た
し
右
庄

　
内
江
立
越
兵
隊
二
加
リ
候
方
可
然
と
存
し
其
後
一
両
目
過
キ
前
書
恭
之
助
方
江
尋
参
リ
右
松
之
丞
申
聞
候
事
共
具
二
申
聞
候
処
此
頃
及
川
周
助
義
も
罷

　
下
り
桃
生
郡
成
田
村
二
而
名
前
失
念
同
人
兄
之
方
二
居
合
候
之
間
同
人
江
も
談
判
い
た
し
可
申
哉
之
由
恭
之
助
申
聞
候
二
付
同
人
同
道
可
致
処
折
節
外

　
用
有
之
同
伴
致
し
兼
候
趣
二
付
私
壱
人
立
右
周
助
方
江
罷
越
し
前
書
之
趣
委
細
申
聞
候
処
同
人
義
者
更
二
脱
走
を
志
し
仙
台
江
罷
出
自
費
を
以
兵
隊
調

　
練
願
立
予
め
器
械
相
調
候
上
ハ
右
器
械
を
持
退
キ
候
手
筈
之
旨
申
聞
同
日
者
同
人
方
江
一
泊
翌
日
帰
宅
い
た
し
尚
一
両
日
過
再
周
助
方
江
尋
参
候
処
同

　
人
義
仙
台
藩
卒
大
宮
清
吉
義
兼
而
懇
意
い
た
し
居
候
二
付
右
清
吉
方
江
罷
越
し
談
判
可
致
旨
同
人
申
二
付
私
義
者
先
達
而
右
清
吉
方
江
罷
起
し
候
処
周

　
助
義
桃
生
郡
太
田
村
出
生
三
条
順
造
同
道
罷
越
し
前
書
松
之
丞
申
聞
候
趣
等
清
吉
順
造
江
も
申
聞
且
何
事
も
金
穀
無
之
候
而
ハ
整
兼
候
処
周
助
兄
方

　
　
二
者
多
分
之
金
穀
も
貯
蓄
有
之
候
二
付
同
人
よ
り
為
差
出
可
申
存
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
右
の
記
事
に
み
ら
れ
る
大
宮
清
吉
方
の
会
合
す
な
わ
ち
末
永
が
云
う
「
周
助
順
造
私
共
都
合
四
人
二
而
酒
飲
合
候
節
」
に
、
末
永
は
及
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川
周
助
か
ら
前
に
述
べ
た
陰
謀
内
容
の
一
端
を
聞
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
及
川
が
、
こ
の
時
点
よ
り
以
前
か
ら
、
本
多
噛
松
原
ら
と

気
脈
を
通
じ
て
い
た
同
志
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
右
の
記
事
か
ら
推
察
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
し
か
し
、
獄
死
し
た
大
宮
清
吉
の
陳
述
に
よ
る
と
、

　
同
九
日
頃
と
覚
（
明
治
三
年
七
月
ー
手
塚
註
）
夜
二
入
順
造
義
私
宅
江
相
越
申
聞
候
ハ
此
度
周
助
儀
庄
内
藩
二
而
人
数
を
召
抱
兵
隊
を
取
立
候
由
を

　
承
右
人
数
を
集
メ
倶
々
庄
内
に
相
越
度
由
二
而
当
処
江
罷
登
候
処
私
に
も
一
同
参
候
様
相
談
有
之
…
－
周
助
儀
ハ
国
分
町
旅
篭
屋
江
止
宿
明
朝
ハ
参
候

　
筈
之
由
二
而
直
二
私
宅
江
止
宿
仕
候
処
翌
朝
二
至
リ
周
助
義
参
申
聞
候
ハ
此
度
庄
内
藩
二
而
人
数
を
召
抱
東
京
御
固
之
兵
隊
を
取
立
候
由
貴
様
二
も
此

　
節
隠
居
者
二
而
外
二
生
活
之
見
詰
も
有
之
間
敷
一
同
参
り
申
間
敷
哉
申
聞
候

　
と
述
べ
て
は
い
る
が
、
末
永
が
同
席
し
て
い
た
と
は
云
っ
て
い
な
い
。
大
宮
は
そ
の
こ
と
を
忘
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
無
視
し
た
の
か
、

何
と
も
わ
か
ら
な
い
が
、
疑
問
は
残
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
大
宮
清
吉
は
こ
の
時
に
、
及
川
か
ら
兵
隊
取
立
の
件
で
勧
誘
さ
れ
た
の
で

あ
っ
て
、
格
別
に
こ
の
一
件
の
主
謀
者
で
な
か
っ
た
こ
と
は
確
実
と
思
わ
れ
る
。

　
三
条
順
造
は
、
及
川
と
行
動
を
共
に
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
か
ら
み
て
、
最
初
か
ら
及
川
の
同
調
者
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、

明
ら
か
で
は
な
い
。

　
そ
の
後
、
末
永
は
及
川
を
そ
の
止
宿
先
の
仙
台
国
分
町
三
桝
屋
に
訪
ね
て
一
回
だ
け
酒
を
酌
交
し
た
が
、
そ
れ
以
来
は
交
際
が
絶
え
た

　
　
（
1
3
）

と
い
う
．
と
い
う
の
は
、
末
永
は
及
川
ら
の
行
動
に
疑
問
を
感
じ
「
横
浜
江
罷
出
洋
学
又
者
銃
隊
等
之
修
業
い
た
し
生
活
之
道
相
立
候
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

を
志
し
」
、
七
月
下
旬
に
上
京
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
末
永
は
品
川
駅
で
検
問
を
う
け
、
仙
台
藩
邸
へ
引
渡
さ
れ
た
と
い
う
。
こ

の
こ
と
が
、
及
川
ら
の
陰
謀
と
関
係
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
別
の
理
由
に
よ
る
の
か
、
そ
の
辺
の
事
情
は
わ
か
ら
な
い
。
要
す
る
に
末

永
の
場
合
、
陰
謀
に
つ
い
て
格
別
の
行
為
を
行
っ
た
わ
け
で
も
な
く
、
中
途
で
の
脱
落
者
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
1
6
）

　
三
浦
慎
平
の
場
合
は
、
彼
が
樋
渡
俊
吾
と
共
に
、
七
月
九
日
．
猪
狩
清
四
郎
宅
を
訪
れ
た
際
、
穴
沢
左
一
郎
、
大
宮
清
吉
、
及
川
周
助

が
同
じ
く
来
宅
、
そ
の
席
で
及
川
か
ら
挙
兵
の
話
を
聞
き
、
隊
長
就
任
の
要
請
を
う
け
、
大
隊
長
に
上
遠
野
伊
豆
を
推
し
た
こ
と
、
さ
ら
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に
及
川
の
饗
応
を
う
け
て
の
帰
途
、
偶
々
出
会
っ
た
高
橋
良
之
進
に
酔
に
乗
じ
て
三
百
人
隊
長
就
任
依
頼
を
う
け
た
と
自
慢
話
を
し
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

と
な
ど
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
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周
助
義
元
仙
台
藩
侍
之
為
メ
兵
隊
取
立
申
し
度
候
二
付
而
者
右
人
数
相
集
メ
候
義
出
来
間
敷
哉
之
旨
申
聞
候
二
付
随
分
兵
隊
二
加
リ
候
者
可
有
之
候
得

共
第
一
金
融
出
来
無
之
候
而
者
相
整
申
間
敷
旨
申
聞
候
処
周
助
義
同
人
実
家
之
由
名
前
失
念
桃
生
郡
成
田
村
住
居
之
も
の
二
而
貯
蓄
之
金
穀
も
有
之
候

二
付
弥
兵
隊
取
立
候
節
ハ
金
穀
共
差
出
候
筈
…
…
右
咄
之
内
前
出
侍
兵
と
唱
へ
候
義
者
全
ク
名
而
已
二
而
内
実
者
庄
内
江
立
越
合
併
之
上
天
下
回
復
を

謀
候
趣
二
有
之
就
而
者
私
義
右
隊
長
二
相
成
一
方
之
指
揮
い
た
し
呉
可
申
其
外
大
隊
長
之
任
二
預
人
物
世
話
い
た
し
呉
候
様
申
聞
万
一
実
事
二
候
而
者

不
安
多
義
と
者
存
候
得
共
全
ク
其
席
限
之
雑
談
と
心
得
候
折
柄
士
族
上
遠
野
伊
豆
様
ハ
右
隊
長
之
任
可
然
旨
申
聞
候
処
其
後
気
仙
最
寄
潜
伏
罷
在
候
旧

幕
下
之
面
々
者
何
レ
も
同
盟
い
た
し
居
候
杯
と
種
々
申
聞
候
義
も
有
之
候
得
共
何
れ
も
酔
中
之
義
二
而
碇
と
突
留
候
義
二
も
無
之
当
周
助
義
同
人
旅
宿

二
お
ゐ
て
酒
盃
可
相
催
二
付
同
道
候
様
申
二
任
セ
右
俊
吾
佐
一
郎
清
吉
倶
々
周
助
旅
宿
国
分
町
三
桝
屋
と
申
す
も
の
方
江
罷
越
し
致
盃
相
傾
け
一
同
大

酔
い
た
し
同
日
夕
銘
々
立
別
れ
罷
帰
候
途
中
卒
高
橋
良
之
進
二
出
会
候
折
柄
右
国
分
町
に
お
ゐ
て
庄
内
之
周
施
方
二
出
会
候
処
兵
隊
三
百
人
程
之
隊
長

二
被
相
頼
罷
越
し
候
二
付
随
行
致
し
可
申
様
と
酔
二
乗
し
前
後
之
無
勘
弁
大
言
二
お
よ
ひ
候

　
三
浦
が
及
川
か
ら
聞
い
た
挙
兵
の
話
を
、
「
其
席
限
之
雑
談
」
と
考
え
た
と
い
う
の
が
、
真
実
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
裁
判
に
際

し
て
の
自
己
弁
解
で
あ
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
三
浦
が
こ
の
陰
謀
に
関
し
て
な
ん
ら
か
の
積
極
的
行
動
に
で
た
形
跡
は

な
い
．
た
だ
高
橋
へ
の
大
言
壮
語
が
、
後
ち
に
述
べ
る
ご
と
く
、
高
橋
ら
を
し
て
羽
前
へ
行
か
せ
る
動
機
と
な
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
責
任

と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
（
1
8
）
　
　
　
　
　
（
19
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
穴
沢
左
一
郎
と
樋
渡
俊
吾
は
、
三
浦
が
そ
の
「
口
書
」
で
述
べ
て
い
る
ご
と
く
、
七
月
九
日
に
猪
狩
清
四
郎
宅
に
居
合
せ
、
及
川
か
ら

挙
兵
の
話
を
聞
き
、
さ
ら
に
同
日
夜
、
及
川
の
旅
宿
で
饗
応
を
う
け
た
が
、
挙
兵
の
件
は
単
な
る
「
雑
談
」
と
う
け
と
め
、
格
別
に
同
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
21
）

し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
猪
狩
清
四
郎
は
、
及
川
の
挙
兵
の
話
が
自
宅
で
行
わ
れ
た
こ
と
と
て
、
十
分
に
そ
の
こ
と
は
知
っ
て
い
た
が
、
彼
も
ま
た
「
雑
談
」
と
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（
2
3
）

心
得
、
格
別
気
に
留
め
な
か
っ
た
と
い
う
。
彼
は
及
川
の
饗
応
に
は
参
加
し
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
（
塞
）

　
高
橋
良
之
進
の
場
合
は
、
三
浦
の
隊
長
就
任
の
話
を
真
実
と
思
い
込
み
、
且
つ
今
野
明
治
か
ら
も
同
じ
よ
う
な
情
報
を
得
た
の
で
、
友

人
の
鈴
木
顕
吉
、
菱
沼
徳
之
丞
を
誘
い
、
庄
内
の
募
兵
に
応
ず
る
た
め
羽
前
へ
出
掛
け
た
の
で
あ
り
、
そ
の
模
様
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て

　
（
2
5
）

い
る
。

　
　
一
昨
午
年
七
月
上
旬
と
覚
於
途
中
前
書
慎
平
二
出
会
候
処
同
人
義
此
度
庄
内
周
施
方
之
も
の
罷
越
候
二
付
面
会
い
た
し
候
処
兵
隊
三
百
人
程
之
隊
長
相

　
成
呉
候
様
頼
受
候
二
付
而
者
私
義
同
行
い
た
し
申
間
敷
哉
之
旨
申
聞
右
者
為
何
等
庄
内
二
お
ゐ
て
取
立
候
兵
隊
二
候
哉
委
細
承
り
不
申
候
得
共
其
節
私

　
義
も
貧
窮
差
迫
難
渋
罷
在
候
折
柄
同
道
罷
越
し
可
申
旨
申
聞
立
別
レ
候
後
余
事
之
義
二
付
右
慎
平
と
者
不
和
相
成
互
二
出
会
不
致
義
之
処
其
後
今
野
明

　
治
申
聞
候
者
右
庄
内
二
お
ゐ
て
新
規
兵
を
取
立
何
れ
も
相
応
之
扶
助
米
宛
行
候
趣
二
相
聞
候
由
二
而
前
書
慎
平
申
聞
候
義
と
も
双
方
符
合
い
た
し
候
義

　
二
而
庄
内
二
お
ゐ
て
兵
隊
相
抱
候
義
と
存
候
よ
り
私
義
も
罷
越
し
扶
助
可
相
受
と
志
し
兼
而
懇
意
致
候
前
書
鈴
木
顕
吉
菱
沼
徳
之
丞
右
両
人
江
も
申
聞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
候
処
同
人
共
二
も
同
様
可
罷
越
旨
申
二
付
前
三
人
申
合
同
年
九
月
十
四
日
当
所
出
立
羽
前
国
楯
岡
駅
二
而
兼
而
懇
意
い
た
し
候
山
田
屋
仁
兵
衛
方
江
止

　
宿
右
庄
内
藩
中
之
様
子
承
候
処
前
書
兵
隊
取
立
候
様
と
申
義
者
聯
風
聞
も
無
之
趣
二
而
右
慎
平
外
壱
人
之
申
聞
と
者
大
二
相
違
い
た
し
候
義
二
有
之
且

　
三
人
と
も
路
用
等
茂
手
薄
相
成
庄
内
迄
罷
越
候
程
之
貯
も
無
之
此
上
者
帰
藩
い
た
し
候
外
手
段
無
之
と
三
人
申
合
右
同
所
よ
り
引
返
し
同
十
九
日
帰
宅

　
い
た
し
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
高
橋
が
噂
を
聞
い
た
と
い
う
今
野
明
治
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
私
義
一
昨
午
年
六
月
中
と
覚
途
中
二
お
ゐ
て
名
取
郡
余
田
村
百
姓
之
由
名
前
不
存
も
の
へ
出
会
種
々
物
語
中
同
人
義
近
頃
右
庄
内
罷
越
し
候
処
同
所
二

　
お
ゐ
て
兵
隊
取
立
新
二
長
屋
取
設
ケ
兵
壱
人
二
付
三
人
口
宛
二
行
候
由
申
聞
候

　
　
　
　
（
2
9
）
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訊
）

　
鈴
木
顕
吉
と
菱
沼
徳
之
丞
は
、
そ
の
「
口
書
」
に
お
い
て
、
高
橋
の
述
べ
て
い
る
羽
前
行
の
事
実
を
、
そ
の
ま
ま
肯
定
し
て
い
る
。

　
高
橋
ら
三
名
は
、
三
浦
の
虚
言
と
今
野
の
噂
話
に
ま
ど
わ
さ
れ
て
、
羽
前
ま
で
の
徒
労
の
旅
を
行
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
に
述
べ
た
ご
と
く
、
逮
捕
者
は
す
べ
て
事
件
と
淡
い
関
係
を
も
つ
も
の
の
み
で
あ
っ
た
た
め
、
彼
等
の
「
口
書
」
を
以
て
し
て
は
、

彼
等
と
事
件
と
の
薄
い
交
渉
は
わ
か
る
が
、
事
件
の
核
心
は
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
述
べ
た
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
り
、
そ
の
点
、
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寒
に
残
念
で
あ
る
。

　
ま
た
こ
れ
ら
逮
捕
者
の
「
口
書
」
の
内
容
の
時
期
は
、
大
体
に
お
い
て
明
治
三
年
六
、
七
月
の
頃
か
ら
九
月
ま
で
の
事
柄
で
あ
る
が
、

そ
の
後
、
首
謀
者
の
一
部
が
検
挙
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
は
、
若
干
の
月
日
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
．
そ
の
間
、
首
謀
者
達
が
ど
の
よ
う
に
事

を
進
め
て
い
た
の
か
、
そ
の
辺
の
事
情
も
、
遺
憾
な
が
ら
全
く
わ
か
ら
な
い
。

　
そ
の
ほ
か
、
一
旦
は
検
挙
さ
れ
た
が
、
事
件
と
直
接
の
関
係
が
な
い
こ
と
が
判
明
、
釈
放
さ
れ
た
人
に
、
旧
仙
台
藩
士
上
遠
野
耕
造

（
旧
名
伊
豆
、
四
十
七
歳
）
．
同
中
村
新
治
（
四
十
七
歳
）
、
同
文
之
進
三
男
黒
田
文
蔵
（
二
＋
一
歳
）
、
同
有
益
次
男
竹
内
浩
平
（
二
十
五
歳
）
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

秀
太
郎
弟
大
条
父
母
之
助
（
二
十
歳
）
ら
が
い
る
。

　
次
に
節
を
改
め
、
こ
の
事
件
の
裁
判
の
状
況
を
考
察
し
た
い
。

　
（
1
）
　
明
治
五
年
五
月
「
陸
前
国
桃
生
郡
女
川
浜
百
姓
杏
安
伜
末
永
泰
治
外
八
人
御
仕
置
伺
書
」
・
前
掲
「
宮
城
県
伺
陸
前
国
桃
生
郡
女
川
浜
農
末
永

　
　
泰
治
他
八
名
及
川
周
助
ノ
陰
謀
二
同
意
シ
或
ハ
情
ヲ
知
ツ
テ
訴
出
ザ
リ
シ
件
」
。
本
殖
三
五
頁
参
照
。

　
（
2
）
　
明
治
四
年
四
月
、
登
米
県
か
ら
弁
官
へ
の
届
書
に
は
「
桃
生
郡
太
田
村
無
宿
甚
十
良
」
が
「
破
獄
脱
走
」
と
あ
る
（
前
掲
「
登
米
県
伺
陸
前
国

　
　
桃
生
郡
太
田
村
無
宿
甚
十
郎
非
常
ノ
企
ヲ
為
シ
タ
ル
事
件
仙
台
藩
士
二
連
累
ス
ル
モ
甚
十
郎
逃
走
セ
シ
ニ
付
処
分
方
ノ
件
」
。
本
稿
三
一
五
頁
参
照
）
。

　
　
と
こ
ろ
が
前
掲
宮
城
県
伺
（
註
1
・
参
照
）
で
は
「
三
条
順
造
」
が
「
石
巻
二
お
ゐ
て
破
牢
逃
出
」
と
あ
り
、
甚
十
良
の
名
は
全
く
み
え
て
い
な
い
。

　
　
し
か
し
、
大
宮
清
吉
の
言
に
よ
る
と
「
順
造
儀
ハ
仙
台
藩
士
族
之
由
偽
号
シ
居
候
得
共
実
ハ
近
村
太
田
村
百
姓
二
而
左
右
吉
伜
甚
十
郎
と
申
者
之
由
」

　
　
（
「
大
宮
清
吉
口
書
」
）
と
あ
り
、
「
三
条
順
造
」
と
「
甚
十
郎
（
良
ご
と
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
者
は
甚
十
郎
が
士
族
と
称
す
る
場

　
　
合
の
偽
名
で
あ
ろ
う
。

　
（
3
）
　
末
永
泰
治
は
桃
生
郡
女
川
浜
の
百
姓
、
医
師
修
業
中
に
窃
盗
の
罪
を
犯
し
て
牡
鹿
郡
江
ノ
島
に
流
罪
中
、
明
治
二
年
、
仙
台
藩
脱
走
藩
士
の
部

　
　
隊
で
あ
る
見
国
隊
に
加
わ
っ
て
箱
館
戦
争
に
参
加
、
降
伏
後
、
宇
都
宮
藩
預
り
と
な
り
、
三
年
二
月
、
赦
免
後
、
在
京
仙
台
藩
邸
逗
留
を
経
て
郷
里

　
　
へ
帰
っ
て
い
た
（
「
末
永
泰
治
口
書
」
）
。
因
み
に
見
国
隊
は
、
隊
長
関
源
治
，
四
百
名
の
部
隊
で
、
二
年
四
月
に
石
巻
を
出
帆
、
北
海
道
内
浦
湾
砂

　
　
原
へ
上
陸
し
て
参
戦
し
た
（
須
藤
隆
仙
編
「
箱
館
戦
争
の
す
ぺ
て
」
・
昭
和
五
十
九
年
・
二
五
四
頁
）
。

　
（
4
）
（
5
）
（
6
）
　
前
掲
「
末
永
泰
治
口
書
」
。

　
（
7
）
（
8
）
　
仙
台
藩
士
本
多
松
之
丞
と
松
原
恭
之
助
の
経
歴
に
つ
き
、
私
は
全
く
知
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
大
方
の
御
示
教
を
得
た
い
．
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す
）
（
m
）
　
前
掲
「
末
永
泰
治
口
書
」
。

（
1
1
）
　
仙
台
藩
卒
大
宮
清
吉
は
、
額
兵
隊
員
と
し
て
箱
館
戦
争
に
参
加
、
赦
免
後
、
在
京
仙
台
藩
邸
逗
留
中
に
及
川
周
助
と
知
己
に
な
っ
た
と
い
う

　
（
「
大
宮
清
吉
口
書
」
）
。
大
宮
の
獄
死
に
つ
い
て
は
後
掲
宮
城
県
伺
（
本
稿
三
二
七
頁
）
参
照
。
因
み
に
額
兵
隊
は
，
隊
長
星
悔
太
郎
二
百
五
十
二
名

　
の
部
隊
で
、
全
員
ス
ナ
イ
ド
ル
銃
を
持
っ
た
仙
台
藩
士
の
精
鋭
で
あ
っ
た
（
須
藤
・
前
掲
「
箱
館
戦
争
の
す
べ
て
㌧
二
四
九
頁
、
二
五
四
頁
）
。

（
12
）
　
前
掲
「
大
宮
清
吉
口
書
」
。

（
1
3
）
（
1
4
）
（
1
5
）
　
前
掲
「
末
永
泰
治
口
書
」
。

パパ　パパパパパ　パハパハハパハパハ
雛鐘雛1鐵雛講聾ll

三
浦
慎
平
に
つ
い
て
は
．
旧
仙
台
藩
士
で
あ
っ
た
こ
と
以
外
は
全
く
不
明
で
あ
る
。

「
三
浦
慎
平
口
書
」
。

旧
仙
台
藩
士
穴
沢
左
一
郎
は
．
旧
名
儀
之
輔
．
禄
高
弐
拾
六
石
五
斗
八
升
（
拾
六
俵
）
で
あ
っ
た
（
宮
城
県
立
図
書
館
蔵
『
仙
台
藩
士
族
籍
」
）
。

仙
台
藩
士
樋
渡
俊
吾
の
父
軍
平
は
、
禄
高
弐
拾
壱
石
（
拾
六
俵
）
で
あ
っ
た
（
前
掲
「
仙
台
藩
士
族
籍
」
）
。

前
掲
「
三
浦
慎
平
口
書
」
。

「
穴
沢
左
一
郎
、
樋
渡
俊
吾
口
書
」
。

仙
台
藩
士
猪
狩
清
四
郎
は
．
禄
高
五
拾
壱
石
壱
斗
で
あ
っ
た
（
前
掲
「
仙
台
藩
士
族
籍
」
）
。

「
猪
狩
清
四
郎
口
書
」
。

仙
台
藩
士
高
橋
良
之
進
の
父
深
蔵
は
．
第
一
大
区
小
一
区
道
場
小
路
千
百
六
十
三
番
地
に
居
住
し
て
い
た
（
宮
城
県
立
図
書
館
蔵
『
家
禄
奉
還

『
高
橋
良
之
進
口
書
」
。

羽
前
国
楯
岡
駅
は
、
現
在
の
山
形
県
村
山
市
楯
岡
で
あ
る
．

今
野
明
治
に
つ
い
て
は
．
旧
仙
台
藩
士
で
あ
っ
た
こ
と
以
外
は
．
全
く
不
明
で
あ
る
。

「
今
野
明
治
口
書
」
。

仙
台
藩
士
鈴
木
顕
吉
の
父
時
之
進
は
，
知
行
高
三
貫
百
七
拾
四
文
．
外
切
米
五
両
弐
歩
扶
持
方
八
人
分
、
此
値
六
貫
七
百
四
拾
六
文
で
あ
っ
た

仙
台
藩
士
菱
沼
徳
之
丞
の
父
正
之
進
は
、
禄
高
三
拾
石
で
あ
っ
た
（
前
掲
「
仙
台
藩
士
族
籍
」
）
。

「
鈴
木
顕
吉
、
菱
沼
徳
之
丞
口
書
」
。
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（
32
）
　
「
上
遠
野
耕
造
口
書
」
、
「
中
村
新
治
口
書
」
、
「
黒
田
文
蔵
口
書
」
、
「
竹
内
浩
平
口
書
」
、
「
大
条
父
母
之
助
口
書
』
。

三
　
裁
判
の
経
過
、
結
末

　
事
件
発
覚
の
端
緒
に
つ
い
て
は
、
前
に
も
述
べ
た
ご
と
く
不
明
で
あ
る
。
検
挙
開
始
も
明
治
三
年
末
頃
か
ら
明
治
四
年
の
始
め
頃
と
推

測
は
さ
れ
る
が
、
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
。

　
明
治
四
年
二
月
、
登
米
県
は
不
穏
行
為
の
容
疑
者
と
し
て
甚
十
良
（
三
条
順
造
）
（
本
稿
喜
コ
頁
註
2
．
参
照
）
、
及
川
周
助
を
逮
捕
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
）
（
2
）

仙
台
藩
に
お
け
る
連
累
者
大
宮
清
吉
を
同
藩
を
し
て
逮
捕
せ
し
め
た
一
件
を
、
太
政
官
弁
官
宛
へ
伺
い
出
た
．
次
の
通
り
で
あ
る
。
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未
三
月
無
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
登
米
県
　
　
伺

　
（
3
）

中
村
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

当
管
内
陸
前
国
桃
生
郡
太
田
村
百
姓
善
兵
衛
伜
甚
十
良
義
如
何
敷
挙
動
有
之
候
二
付
及
吟
味
候
処
不
容
易
事
件
連
累
も
有
之
二
付
夫
々
召
捕
候
内
同
郡

　
（
5
）

成
田
村
帰
農
及
川
周
助
申
口
大
同
少
異
二
有
之
候
処
吟
味
中
同
人
者
病
死
い
た
し
符
合
二
不
至
外
二
当
管
内
同
意
之
族
も
相
聞
不
申
仙
台
藩
連
及
之
者

共
同
藩
へ
掛
合
大
宮
清
吉
以
下
数
人
於
同
藩
及
捕
相
糺
打
合
有
之
候
処
齪
賠
い
た
し
候
廉
も
有
之
且
者
一
切
不
心
得
者
も
有
之
趣
申
越
候
殊
二
甚
十
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
（
7
）

周
助
申
立
之
内
無
跡
形
事
件
も
有
之
候
得
共
右
申
立
之
内
本
吉
郡
松
崎
村
鮎
見
太
良
平
旧
屋
敷
近
辺
海
岸
土
中
及
探
索
候
処
別
紙
之
通
銃
器
埋
有
之
取

上
ケ
置
申
候
右
之
外
確
跡
有
之
候
事
二
者
無
之
候
得
共
人
心
狂
惑
不
軽
義
二
付
右
甚
十
良
義
為
御
吟
味
刑
部
省
へ
差
出
可
申
哉
乍
去
連
累
及
川
周
助
吟

味
中
死
亡
い
た
し
且
確
跡
了
然
無
之
上
者
糺
問
首
尾
貫
徹
難
及
右
甚
十
良
申
立
之
件
々
二
依
り
於
当
県
処
置
可
然
義
二
候
ハ
・
今
般
御
渡
相
成
候
新
律

　
　
　
　
（
8
）

正
条
所
依
無
之
何
刑
二
処
シ
可
然
哉
前
出
之
戎
器
者
如
何
処
置
可
然
哉
此
段
右
甚
十
郎
口
書
並
死
亡
及
川
周
助
口
書
戎
器
書
付
共
三
冊
相
添
御
伺
申
上

候
以
上

　
　
辛
未
二
月
十
四
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
登
　
　
米
　
　
県

　
　
　
　
　
弁
　
　
官
　
御
中
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銃
　
器
　
書
　
付

　
　
　
（
9
）

一
　
鉄
大
筒

一
　
三
百
目
鉄
筒

一
　
五
百
目
銅
筒

一
　
百
目
筒

一
　
五
拾
目
筒

一
　
拾
目
筒

一
　
炮
　
台

噺
　
同
車
附

一
　
大
鉄
丸

一
　
大
鉄
丸

　
弐
挺

　
壱
挺

　
弐
挺

　
壱
挺

　
壱
挺

拾
弐
挺

　
　
壱

　
　
壱

　
五
ツ

　
弐
ツ

　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　一　　　一　一一
釣

玉
　
　
　
　
　
　
　
　
四
ツ

右
二
口
針
ロ
ニ
相
用
候
分

　弾玉火桶皮百百釣
　薬　　　胴目目
但箱取薬　乱玉玉玉
鍵　　　　　鋳共

右
陸
前
国
松
崎
村
仙
台
藩
士
族
鮎
見
太
郎
平
旧
屋
敷
海
岸
土
中
二
埋
有
之
候
銃
器
書
面
之
通
御
坐
候
已
上

　
　
辛
未
二
月

壱三弐弐三壱百拾
本本箱ツツ挺拾弐

登
　
　
米
　
　
県

324

　
登
米
県
の
伺
の
要
旨
は
、
甚
十
郎
の
申
立
と
及
川
周
助
の
申
立
と
は
大
同
小
異
で
あ
っ
た
が
、
及
川
の
獄
死
に
よ
っ
て
十
分
事
件
の
内

容
を
究
明
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
さ
ら
に
仙
台
藩
で
逮
捕
さ
れ
た
者
の
自
供
と
は
く
い
ち
が
う
点
も
あ
っ
て
、
事
の
真
相
は
十
分
に
判
明

し
な
い
が
、
甚
十
良
の
申
立
だ
け
で
、
彼
を
刑
部
省
へ
引
渡
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
も
し
も
県
に
お
い
て
処
罰
す
る
と
す
れ
ば
、
新
し
く

発
布
さ
れ
た
新
律
綱
領
の
い
か
な
る
条
項
に
よ
る
べ
き
か
、
そ
し
て
押
収
し
た
武
器
は
い
か
に
す
べ
き
か
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
伺
書
に
添
付
さ
れ
た
と
い
う
甚
十
良
（
三
条
順
造
）
と
及
川
の
「
口
書
」
は
欠
落
し
て
い
る
の
で
、
彼
等
の
自
供
の
内

　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

容
は
わ
か
ら
な
い
。

　
な
お
、
こ
の
よ
う
な
刑
事
問
題
に
つ
い
て
、
登
米
県
は
、
な
ぜ
刑
部
省
へ
伺
出
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
．
維
新
早
々
の
際
、



登
米
県
と
し
て
は
、
新
政
府
部
内
の
権
限
に
つ
い
て
、
十
分
な
理
解
を
有
せ
ず
、
そ
れ
が
た
め
新
政
府
当
局
と
い
う
意
味
で
、

官
へ
申
出
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
弁
官
は
、
こ
の
伺
を
刑
部
省
へ
廻
し
た
。
刑
部
省
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

、
弁
官
へ
次
の
よ
う
に
回
答
し
た
。

太
政
官
弁

　
其
県
二
於
テ
仙
台
藩
士
連
類
之
者
ト
モ
一
手
二
同
藩
官
員
立
合
篤
ト
遂
吟
味
可
伺
出
事

右
之
通
御
附
紙
有
之
可
然
候
事

　
　
　
辛
未
三
月
十
八
目

刑
　
　
部
　
　
省

囲圖

弁
官
　
　
御
　
中
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後
註
　
　
【
隆
週
は
少
丞
鳥
居
重
雄
、
『
閾
可
同
じ
く
少
丞
塩
坪
恭
信
で
あ
る
（
明
治
四
年
四
月
「
職
員
録
」
八
三
枚
裏
）
。

　
す
な
わ
ち
、
刑
部
省
の
指
示
は
、
こ
の
一
件
は
仙
台
藩
で
の
逮
捕
者
も
す
べ
て
登
米
県
へ
送
致
し
、
一
括
し
て
同
県
に
お
い
て
裁
く
こ

と
、
但
し
仙
台
藩
官
員
も
そ
の
審
理
に
立
合
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
指
令
文
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
弁
官
は
こ
の
旨
を
登
米
県
へ
指
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
と
こ
ろ
が
、
前
述
の
二
月
十
四
日
付
登
米
県
伺
が
提
出
さ
れ
る
直
前
の
二
月
七
日
に
、
甚
十
良
は
牢
か
ら
脱
獄
し
た
。
登
米
県
と
し
て

は
、
脱
獄
し
た
甚
十
良
も
早
晩
捕
縛
さ
れ
る
こ
と
を
見
越
し
て
伺
を
提
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
．
し
か
し
、
甚
十
良
は
遂
に
逮
捕
さ
れ

な
か
っ
た
。
一
方
、
共
犯
の
及
川
は
、
前
掲
二
月
十
四
日
付
登
米
県
伺
に
述
べ
て
い
る
ご
と
く
す
で
に
獄
死
し
て
い
る
。
と
な
る
と
、
登

米
県
で
は
収
監
中
の
関
係
被
告
は
皆
無
に
な
っ
た
筈
。
残
る
は
仙
台
藩
に
お
け
る
逮
捕
者
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
登
米
県
は
、
ふ
た
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

び
次
の
よ
う
に
弁
官
宛
に
伺
い
出
た
。
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未
四
月
九
十
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

登
米
県
伺

中
村
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陸
前
国
桃
生
郡
太
田
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
無
宿
　
　
甚
　
　
十
　
　
郎

右
之
者
非
常
之
企
い
た
し
候
一
件
二
付
先
般
相
伺
候
処
右
伺
書
江
御
附
札
を
以
仙
台
藩
士
連
累
之
者
共
一
手
二
同
藩
官
員
立
合
篤
ト
遂
吟
味
可
相
伺
旨

御
下
知
之
趣
奉
承
知
候
然
ル
処
右
甚
十
郎
儀
破
獄
脱
走
今
以
行
衛
相
知
不
申
右
連
累
之
者
共
仙
台
藩
士
二
而
甚
十
郎
捕
押
不
申
内
ハ
一
手
二
可
遂
吟
味

様
無
之
候
間
此
上
之
所
置
振
猶
御
差
図
被
成
下
度
奉
存
候
以
上

　
　
辛
未
四
月
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
登
　
　
米
　
　
県

　
　
　
　
　
弁
　
　
官
　
御
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

弁
官
で
は
、
ふ
た
た
び
刑
部
省
の
意
見
を
求
め
た
が
、
刑
部
省
の
回
答
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

326・

　
甚
十
郎
脱
獄
致
候
上
ハ
同
人
申
立
之
趣
ヲ
以
連
及
ノ
者
仙
台
藩
二
於
テ
吟
味
可
遂
旨
相
達
候
間
書
類
同
藩
江
可
引
渡
候
事

右
之
通
御
附
紙
有
之
可
然
附
而
ハ
右
之
趣
仙
台
藩
江
も
御
達
有
之
様
致
度
此
段
申
陳
候
也

　
　
　
辛
未
五
月
九
目

弁
　
　
官
　
　
御
中

刑
　
　
部
　
　
省

圃

　
弁
官
は
、
仙
台
藩
へ
審
理
を
任
か
せ
る
と
い
う
刑
部
省
の
意
向
を
そ
の
ま
ま
登
米
県
へ
指
令
し
、
そ
し
て
同
県
は
、
関
係
書
類
を
全
て

仙
台
藩
へ
送
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
に
お
い
て
、
事
件
の
処
理
は
仙
台
藩
へ
移
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
数
ヵ
月
を
経
ず
し
て
仙
台
藩
は
同
年
七
月
の
廃
藩
置
県
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

崩
壊
し
、
仙
台
県
と
な
り
、
さ
ら
に
翌
五
年
一
月
に
は
宮
城
県
が
創
設
さ
れ
た
。
こ
の
一
件
の
裁
判
は
当
然
に
同
県
の
引
き
継
ぐ
と
こ
ろ

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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創
設
当
初
の
宮
城
県
聴
訟
課
の
幹
部
は
、
典
事
西
川
貞
元
、
権
典
事
野
崎
孝
練
、
大
属
中
野
為
福
、
渡
辺
行
義
、
権
少
属
音
羽
安
成
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

森
草
行
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
こ
の
事
件
も
彼
等
の
手
に
ょ
っ
て
審
理
が
進
め
ら
れ
四
月
二
十
九
日
に
結
審
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
そ
し
て
同
年
五
月
十
五
日
、
宮
城
県
は
司
法
省
に
対
し
、
こ
の
一
件
の
処
理
を
伺
い
出
た
。
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
壬
申
五
月
廿
四
日

　
陸
前
国
桃
生
郡
女
川
浜
百
姓
杏
安
伜
末
永
泰
治
外
八
人
御
仕
置
伺
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
　
　
城
　
　
県

　
　
　
　
　
　
陸
前
国
女
川
浜
百
姓
杏
安
伜
末
永
泰
治
外
八
人
吟
味
仕
候
処
左
之
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陸
前
国
桃
生
郡
女
川
浜
百
姓
杏
安
伜

　
　
　
辛
未
四
月
晦
日
入
牢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
末
　
永
　
泰
　
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
二
十
歳

　
右
泰
治
儀
去
ル
巳
年
中
元
仙
台
藩
脱
兵
江
相
属
シ
箱
館
表
江
罷
越
シ
官
軍
江
相
抗
シ
其
後
降
伏
謝
罪
申
立
追
而
出
格
之
以
御
仁
憧
御
赦
免
相
成
候
上
ハ

　
急
度
改
心
身
分
相
慎
可
申
処
無
其
儀
同
午
年
中
本
多
松
之
丞
義
浮
浪
之
徒
ヲ
集
メ
元
庄
内
藩
合
併
之
上
奥
羽
藩
々
ヲ
誘
引
シ
再
兵
を
挙
天
下
回
復
ヲ
謀

　
候
趣
申
聞
候
連
及
川
周
助
其
外
之
者
共
申
合
兵
隊
取
立
器
械
等
予
備
候
上
ハ
石
巻
県
始
夫
々
襲
撃
及
候
義
等
取
巧
追
而
不
宜
儀
と
相
顧
ミ
候
得
者
右
事

　
件
二
携
候
儀
無
之
と
者
乍
申
右
始
末
不
将
二
有
之
然
ル
処
新
律
中
正
当
之
律
相
見
不
申
就
而
者
何
様
之
御
仕
置
可
申
付
哉

　
　
　
本
文
連
及
ノ
内
及
川
周
助
大
宮
清
吉
義
者
吟
味
中
病
死
本
多
松
之
丞
松
原
恭
之
助
義
者
行
衛
相
知
レ
不
申
三
条
順
造
義
者
石
巻
二
お
ゐ
て
破
牢
逃

　
　
　
去
是
又
行
違
相
知
不
申
候

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
城
県
貫
属
士
族
三
浦
豊
三
郎
次
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
浦
　
慎
　
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
二
十
八
歳

　
右
慎
平
儀
及
川
周
助
兵
隊
取
立
元
庄
内
藩
合
併
之
上
再
兵
を
挙
天
下
回
復
ヲ
謀
候
二
付
而
者
隊
長
二
相
成
呉
候
様
申
聞
右
者
雑
談
中
に
茂
セ
ヨ
不
容
易

　
義
と
心
付
候
上
者
其
段
速
二
可
訴
出
筈
之
処
無
其
儀
殊
二
大
酔
之
上
と
者
乍
申
高
橋
良
之
進
江
対
し
不
取
留
義
及
口
外
候
始
末
不
束
二
有
之
就
而
者
何

　
様
之
御
仕
置
可
申
付
哉
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宮
城
県
貫
属
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
穴
　
沢
　
左
一
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
四
拾
六
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
樋
渡
軍
平
伜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
樋
　
渡
　
俊
　
吾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
三
十
五
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
猪
　
狩
　
清
四
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
六
十
一
歳

右
左
一
郎
外
弐
人
儀
及
川
周
助
大
宮
清
吉
等
清
四
郎
宅
二
お
ゐ
て
不
容
易
義
取
巧
候
段
申
聞
候
者
其
段
可
訴
出
処
全
ク
座
中
限
之
雑
談
と
存
候
ヨ
リ
其

儘
打
捨
置
候
始
末
不
束
二
有
之
就
而
ハ
何
様
之
御
仕
置
可
申
付
哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
城
県
貫
属
卒
高
橋
深
蔵
弟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
良
之
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
三
十
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
士
族
鈴
木
時
之
進
次
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
　
木
　
顕
　
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
二
十
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
同
菱
沼
正
之
進
伜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菱
　
沼
　
徳
之
丞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
十
九
歳

右
良
之
進
外
弐
人
義
良
之
進
者
元
庄
内
藩
二
お
ゐ
て
兵
隊
召
抱
候
趣
三
浦
慎
平
外
壱
人
之
者
申
聞
顕
吉
徳
之
丞
ハ
右
之
趣
良
之
進
申
聞
候
連
何
レ
モ
困

窮
之
余
り
右
兵
隊
江
加
り
扶
助
受
可
申
ト
存
銘
々
無
願
ニ
テ
立
出
途
中
ヨ
リ
立
帰
候
共
右
始
末
不
束
二
有
之
就
而
者
何
様
之
御
仕
置
可
申
付
哉
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宮
城
県
貫
属
士
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
　
野
　
明
　
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
申
五
十
歳

　
右
明
治
義
元
庄
内
藩
二
お
ゐ
て
兵
隊
取
立
候
段
名
前
不
知
者
ヨ
リ
承
リ
右
之
趣
無
何
心
高
橋
良
之
進
江
申
聞
候
迄
ニ
テ
不
念
之
筋
モ
無
之
二
付
餐
之
沙

　
汰
二
不
及
候
哉

　
右
之
通
御
座
候
御
仕
置
之
儀
別
傑
口
書
壱
冊
相
添
此
段
相
伺
申
候
以
上

　
　
　
壬
申
五
月
十
五
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
城
県

　
宮
城
県
は
、
関
係
被
告
に
対
し
、
た
と
え
有
罪
と
認
め
て
も
そ
れ
に
適
用
す
べ
き
適
当
な
条
項
が
、
新
律
綱
領
中
に
存
在
し
な
い
と
い

　
　
　
（
20
）

う
こ
と
で
、
擬
律
も
量
刑
も
定
め
ず
、
専
ら
司
法
省
の
指
示
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
21
）

　
約
ニ
ヵ
月
を
経
て
、
司
法
省
は
次
の
よ
う
に
指
令
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
　
申
七
月
廿
七
日
付
（
欄
外
書
入
ー
手
塚
註
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
隠
謀
ノ
情
ヲ
知
テ
従
フ
ト
難
モ
其
情
ナ
ラ
ス
シ
テ
悔
悟
ス
ル
者
辛
未
十
月
久
留
米
県
伺
平
尾
清
作
外
一
名
処
断
二
照
準
シ

　
　
　
　
懲
役
七
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

末
永
泰
治

　
隠
謀
ノ
情
ヲ
聞
一
時
戯
言
ト
斜
酌
ス
ト
錐
モ
酔
二
乗
シ
庄
内
於
テ
兵
隊
取
立
ル
杯
口
外
ス
ル
ヨ
リ
終
二
良
之
進
等
便
二
至
ル
雑
犯
律
不
応
為
条
軽
ヲ
以

　
テ
論
シ
閏
刑
二
換
フ

　
　
　
　
謹
慎
三
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
浦
慎
平

　
隠
謀
ノ
情
ヲ
聞
其
徒
二
与
ラ
ス
止
タ
酔
中
ノ
戯
言
ト
斜
酌
シ
真
用
セ
サ
ル
者
敢
テ
罪
ス
ヘ
キ
ニ
ア
ラ
ス
ト
錐
モ
不
容
易
ノ
噂
聞
捨
ル
ニ
傍
テ
呵
責
ヲ
以

　
懲
シ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
穴
　
沢
　
左
一
郎

　
　
　
　
呵
責
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
樋
渡
俊
吾
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猪
狩
清
四
郎

　
隠
謀
ノ
情
ヲ
知
ラ
ス
困
窮
ノ
余
兵
隊
取
立
へ
加
リ
度
ト
窃
二
旅
行
ス
ル
者
雑
犯
律
不
応
為
条
軽
キ
ヲ
以
テ
論
シ
閏
刑
二
換
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
　
橋
　
良
之
進

　
　
　
　
謹
慎
三
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
　
木
　
顕
　
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
菱
　
沼
　
徳
之
丞

　
　
　
　
　
　
良
之
進
造
意
二
起
ル
ト
難
モ
届
ナ
ク
シ
テ
出
立
ノ
情
分
ツ
ヘ
キ
首
従
ナ
ク
伽
テ
一
体
二
科
ス

　
庄
内
於
テ
兵
隊
取
立
ヲ
伝
聞
ス
ル
迄
ニ
シ
テ
隠
謀
ヲ
知
ラ
ス

　
　
　
　
無
罪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
　
野
明
　
治

　
司
法
省
指
令
で
は
、
三
浦
、
高
橋
、
鈴
木
、
菱
沼
に
は
新
律
綱
領
雑
犯
律
不
応
為
の
条
の
軽
を
適
用
し
、
答
三
十
、
士
族
な
る
が
故
に

閏
刑
に
よ
り
答
三
十
が
謹
慎
三
十
日
に
換
え
ら
れ
て
い
る
。
次
の
条
文
で
あ
る
。

　
　
　
　
不
応
為
（
雑
犯
律
）

　
凡
律
令
二
正
条
ナ
シ
ト
錐
。
情
理
二
於
テ
。
為
ス
ヲ
得
応
カ
ラ
サ
ル
ノ
事
ヲ
為
ス
者
ハ
。
答
三
十
。
事
理
重
キ
者
ハ
。
杖
七
十

　
　
　
　
閏
刑
五
（
名
例
律
上
）

　
凡
士
族
。
罪
ヲ
犯
シ
。
本
罪
。
答
刑
二
該
ル
者
ハ
。
謹
慎
。
（
以
下
略
）

　
　
　
　
謹
慎
五

　
　
一
十
日
　
二
十
日
　
三
十
日
　
四
十
日
　
五
十
日
　
凡
謹
慎
ハ
。
外
人
二
接
見
通
信
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス
。
家
族
ハ
接
見
シ
。
奴
碑
ハ
出
入
ス
ル
コ
ト

　
ヲ
許
ス
。
若
シ
疾
病
ア
レ
ハ
。
医
ヲ
延
ク
コ
ト
ヲ
許
シ
。
近
隣
火
ヲ
失
シ
。
邸
宅
二
延
ハ
ン
ト
ス
ル
時
ハ
。
防
救
遷
徒
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
ス
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
末
永
に
対
し
て
は
新
律
綱
領
を
適
用
せ
ず
、
四
年
十
月
久
留
米
県
伺
の
先
例
に
則
り
、
懲
役
七
十
日
と
し
て
い
る
。
穴
沢
、
樋
渡
、
猪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
25
）

狩
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ま
た
新
律
綱
領
の
刑
名
に
は
な
い
呵
責
を
言
渡
し
た
。
罪
刑
法
定
主
義
を
採
用
し
て
い
な
い
当
時
の
こ
と
と
て
、

新
律
綱
領
に
拠
る
こ
と
な
く
処
罰
を
行
う
こ
と
は
、
異
例
で
も
な
く
、
違
法
で
も
な
か
っ
た
。
な
お
、
今
野
の
無
罪
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
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以
上
に
述
べ
た
ご
と
く
、
こ
の
事
件
の
裁
判
は
、
首
犯
格
の
者
は
す
べ
て
不
在
の
ま
ま
、
事
件
と
些
少
の
関
係
を
も
っ
た
人
々
に
の
み

行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
前
掲
「
登
米
県
伺
陸
前
国
桃
生
郡
太
田
村
百
姓
善
兵
衛
伜
甚
十
郎
不
容
易
ノ
事
件
ヲ
企
テ
銃
器
ヲ
恣
二
貯
蔵
セ
シ
ニ
付
吟
味
方
ノ
件
」
。

　
（
2
）
　
当
時
の
登
米
県
の
裁
判
機
構
は
、
正
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
聴
訟
課
も
し
く
は
類
似
の
機
関
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
明
治
三
年

　
　
十
二
月
の
登
米
県
下
栗
原
郡
宮
沢
村
の
農
民
一
揆
の
裁
判
に
お
い
て
は
、
大
属
野
村
敬
孝
（
元
土
浦
藩
士
）
が
取
調
の
任
に
当
っ
た
と
い
う
か
ら

　
　
（
塩
谷
・
前
掲
「
回
顧
録
」
・
二
四
八
頁
、
二
五
二
頁
）
、
彼
が
裁
判
機
構
の
長
で
あ
り
、
こ
の
事
件
も
彼
が
審
理
に
当
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

パ ハパ ハパ76543） ） ） ））

　
退
隠
、

（
8
）

　
罪
な
ど
の
条
項
は
な
い
。

　
重
　
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
9
）
　
「
大
筒
」
と
い
う
の
は
、
百
目
玉
あ
る
い
は
三
百
目
玉
以
上
を
い
う
。
大
筒
は
台
に
載
せ
て
発
射
、
そ
れ
を
砲
台
と
い
う
。
銅
筒
の
方
が
鉄
筒

　
よ
り
も
射
程
が
短
い
。
筒
の
口
径
は
、
拾
目
が
一
・
八
セ
ン
チ
、
五
十
目
が
三
・
ニ
セ
ン
チ
、
百
目
が
四
・
○
セ
ン
チ
、
三
百
目
が
五
・
八
セ
ン
チ
、

　
五
百
目
が
六
・
九
セ
ン
チ
。
射
程
は
百
目
以
上
で
は
ニ
キ
ロ
程
は
飛
ぶ
が
、
命
中
さ
せ
る
に
は
数
百
米
程
度
、
拾
目
で
は
命
中
さ
せ
る
に
は
や
は
り

首
米
程
度
、
玉
は
鉛
か
鉄
、
「
玉
鋳
」
は
玉
を
作
る
器
具
の
由
。
以
上
の
件
々
、
防
衛
研
修
所
戦
史
部
原
剛
氏
の
御
示
教
に
よ
る
。
そ
の
学
恩
を
謝

す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
筒
数
に
対
し
て
弾
丸
が
非
常
に
少
な
い
の
は
、
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
．

（
1
0
）
　
こ
の
及
川
と
甚
十
良
両
名
の
「
口
書
」
が
現
存
す
れ
ば
、
こ
の
事
件
の
全
貌
が
よ
り
詳
し
く
且
正
確
に
判
明
し
た
で
あ
ろ
う
に
、
皇
に
惜
し
ま

れ
る
．
な
お
、
及
川
周
助
は
元
仙
台
藩
の
足
軽
で
、
箱
館
戦
争
に
は
見
国
隊
（
本
稿
三
一
二
頁
註
3
参
照
）
の
一
員
と
し
て
参
加
、
降
伏
後
、
大
洲

藩
預
り
と
な
り
、
赦
免
後
、
在
京
仙
台
藩
邸
逗
留
を
経
て
帰
郷
し
て
い
た
（
前
掲
「
大
宮
清
吉
口
書
」
）
。

太
政
官
弁
官
の
受
附
印
と
思
わ
れ
る
。
「
中
村
」
は
少
弁
中
村
弘
毅
で
あ
ろ
う
（
明
治
四
年
月
不
詳
「
職
員
録
」
・
十
二
枚
表
）
。

太
田
村
は
、
現
在
の
桃
生
郡
桃
生
町
太
田
で
あ
る
。

成
田
村
は
、
現
在
の
桃
生
郡
河
北
町
成
田
で
あ
る
。

松
崎
村
は
、
現
在
の
本
吉
郡
歌
津
町
松
崎
で
あ
る
。

鮎
見
太
良
平
．
譲
は
盛
房
、
松
軒
と
号
す
。
本
吉
郡
松
岩
邑
主
、
仙
台
藩
御
一
家
の
主
席
、
戊
辰
の
役
に
出
征
し
て
武
名
を
揚
げ
る
。
維
新
後

　
明
治
二
十
二
年
村
長
に
推
挙
さ
れ
る
。
国
学
者
落
合
直
文
は
、
そ
の
二
男
で
あ
る
（
「
仙
台
人
名
大
辞
書
」
・
昭
和
四
十
九
年
版
・
四
〇
頁
）
．

明
治
三
年
十
二
月
頒
布
の
新
律
綱
領
が
、
す
で
に
登
米
県
へ
は
到
着
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
．
し
か
し
こ
の
法
典
に
は
、
不
敬
罪
、
内
乱

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
し
た
事
件
の
犯
人
は
、
わ
が
国
で
は
現
わ
れ
な
い
と
い
う
立
法
当
時
の
趣
旨
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
穂
積
陳

「
副
島
種
臣
伯
と
大
逆
罪
」
・
「
法
窓
夜
話
」
・
大
正
五
年
・
二
六
頁
ー
二
七
頁
）
。
そ
れ
が
た
め
、
登
米
県
は
こ
の
事
件
に
対
す
る
適
用
条
文
に
迷
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（
1
1
）
　
註
1
に
同
じ
．
刑
部
省
は
押
収
武
器
の
処
分
に
つ
い
て
は
、

ど
の
よ
う
に
処
分
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

な
ん
ら
の
指
示
も
与
え
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
登
米
県
が
そ
れ
ら
の
武
器
を

　
　
　
こ
の
脱
獄
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
文
書
が
、
前
掲
「
明
治
四
年
雑
事
綴
」
の
中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
石
巻
脱
牢
十
人
之
者
即
日
人
相
書
ヲ
以
戸
毎
探
索
厳
重
二
致
候
様
及
布
告
置
候
所
右
之
内
源
之
助
と
申
老
当
廿
一
目
蕪
栗
村
二
於
而
召
捕
二
相

　
　
　
成
候
得
共
同
人
儀
同
村
山
守
方
二
十
日
余
も
潜
伏
以
多
し
居
候
趣
二
有
之
探
索
不
行
屈
之
至
二
候
間
猶
又
一
層
厳
重
二
相
心
得
一
村
中
は
勿
論

　
　
　
飛
離
乃
社
地
寺
院
山
守
等
二
至
る
迄
戸
毎
無
残
手
配
急
報
共
無
油
断
穿
馨
い
た
し
弥
手
懸
等
も
候
ハ
・
急
速
申
上
候
様
更
二
相
達
候
者
也
（
前

　
　
　
掲
「
伊
寺
水
門
」
第
三
集
・
三
六
頁
）
．

　
　
こ
の
文
書
に
は
目
附
を
欠
く
が
、
年
代
的
に
配
列
さ
れ
た
前
後
の
文
書
の
目
附
か
ら
推
測
し
て
四
年
二
月
の
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
甚
十
良
は
こ

　
　
な
お
、
こ
の
脱
牢
に
つ
い
て
．
県
の
大
参
事
塩
谷
良
翰
の
提
出
し
た
進
退
伺
と
、
刑
部
省
の
回
答
は
、
「
公
文
録
」
（
明
治
四
年
五
月
、
刑
部
省
伺

　
　
去
月
七
日
暁
八
ツ
半
時
石
巻
出
張
所
囚
人
破
獄
及
脱
走
追
々
捕
押
候
得
共
今
以
両
人
行
衛
不
相
知
畢
寛
取
締
不
行
届
恐
入
奉
存
候
此
上
謹
慎
可

　
　
罷
在
哉
此
段
奉
伺
候
以
上

　
　
　
未
三
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
登
米
県
大
参
事
　
　
塩
谷
良
翰

　
　
　
　
　
　
　
弁
　
　
官
　
御
中

　
の
「
脱
牢
十
人
」
中
の
一
名
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
12
）十

二
）
に
よ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
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無
罪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
登
米
県
大
参
事
　
　
塩
　
谷
　
良
　
翰

　
　
　
　
　
　
右
申
上
候

　
　
　
　
辛
未
五
月
七
目
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刑
　
　
部
　
　
省

　
　
　
　
　
　
　
弁
　
　
官
　
御
中

　
　
こ
の
進
退
伺
に
よ
り
、
脱
獄
が
四
年
二
月
七
日
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
．
な
お
、
甚
十
良
は
農
民
で
は
あ
る
が
箱
館
戦
争
に
参
加
、
降
伏
後
、

大
洲
藩
預
り
を
経
て
在
京
仙
台
藩
邸
逗
留
中
に
、
大
宮
清
吉
と
知
り
合
い
に
な
っ
た
と
い
う
（
前
掲
「
大
宮
清
吉
口
書
」
）
。
同
じ
頃
に
、
同
じ
よ
う

な
事
情
で
甚
十
良
は
及
川
周
助
と
も
知
己
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
1
3
）
（
14
）
　
前
掲
「
登
米
県
伺
陸
前
国
桃
生
郡
太
田
村
無
宿
甚
十
郎
非
常
ノ
企
ヲ
為
シ
タ
ル
事
件
仙
台
藩
士
二
連
累
ス
ル
モ
甚
十
郎
逃
走
セ
シ
ニ
付
処

分
方
ノ
件
」
。



明治4年・登米県における反乱陰謀未遂事件小考

（
1
5
）
　
高
橋
・
前
掲
「
宮
城
県
の
歴
史
」
・
二
二
二
頁
ー
二
二
三
頁
。

（
1
6
）
　
「
宮
城
県
史
」
7
・
昭
和
三
十
五
年
・
一
五
三
頁
。
同
書
は
ほ
と
ん
ど
出
典
を
明
示
し
な
い
の
で
（
そ
の
点
学
術
書
と
し
て
の
資
格
を
欠
く
）
．

記
述
の
典
拠
は
不
明
で
あ
る
。

（
17
）
　
末
永
ら
の
「
口
書
」
の
日
附
は
「
五
年
四
月
二
十
九
日
」
で
あ
る
か
ら
（
本
稿
三
一
五
頁
註
5
・
参
照
）
、
そ
の
日
を
結
審
目
と
み
て
い
い
．

（
1
8
）
　
刑
部
省
は
そ
の
前
年
す
な
わ
ち
明
治
四
年
七
月
九
日
に
司
法
省
に
改
組
さ
れ
た
（
「
司
法
沿
革
誌
」
・
昭
和
十
四
年
・
一
四
頁
）
。

（
1
9
）
　
前
掲
「
宮
城
県
伺
陸
前
国
桃
生
郡
女
川
浜
農
末
永
泰
治
他
八
名
及
川
周
助
ノ
隠
謀
二
同
意
シ
或
ハ
情
ヲ
知
ツ
テ
訴
出
ザ
リ
シ
件
」
。
こ
の
宮
城

県
伺
の
中
で
末
永
に
つ
い
て
「
辛
未
四
月
晦
目
入
牢
」
と
あ
る
が
、
彼
が
登
米
県
で
逮
捕
さ
れ
て
仙
台
藩
へ
送
致
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
仙
台
藩

　
に
よ
っ
て
逮
捕
入
牢
し
た
の
か
、
そ
の
辺
の
事
情
は
明
ら
か
で
な
い
。
ま
た
、
他
の
三
浦
ら
七
名
に
つ
い
て
は
入
牢
日
の
記
載
が
な
い
が
、
彼
等
は

微
罪
の
た
め
在
宅
の
ま
ま
取
調
を
う
け
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
2
0
）
　
註
8
・
参
照
。

（
2
1
）
　
註
18
に
同
じ
。

（
2
2
）
　
司
法
省
の
指
令
目
と
思
わ
れ
る
。

（
2
3
）
（
2
4
）
　
こ
れ
は
明
治
四
年
二
月
－
三
月
の
久
留
米
藩
騒
擾
事
件
の
関
係
被
告
に
対
す
る
先
例
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ま
そ
の
具
体
的
判
決
を
確
め
え

　
な
い
。

（
2
5
）
　
明
治
六
年
四
月
九
日
・
司
法
省
上
申
に
「
新
律
上
刑
名
ハ
答
一
十
二
止
リ
候
訳
ニ
テ
呵
責
ト
申
ハ
旧
来
其
罪
軽
ク
答
一
十
二
至
ラ
ス
シ
テ
警
戒

　
ヲ
加
フ
ヘ
キ
モ
ノ
只
呵
責
シ
テ
放
免
ス
ル
ノ
ミ
固
ヨ
リ
刑
名
ノ
定
分
ニ
ハ
無
之
候
（
下
略
）
」
と
あ
る
（
「
法
規
分
類
大
全
」
刑
法
門
二
・
刑
律
一
．

　
二
〇
八
頁
）
。
す
な
わ
ち
呵
責
は
新
律
綱
領
の
刑
名
に
は
な
い
が
、
も
っ
と
も
軽
い
犯
罪
に
実
際
に
は
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
明
治
六

年
六
月
頒
布
の
改
定
律
例
第
六
条
で
は
、
呵
責
が
正
式
の
刑
名
と
な
っ
て
い
る
。

四
　
む
す
び

　
明
治
戊
辰
の
役
で
、
一
敗
地
に
塗
れ
た
奥
羽
諸
藩
の
有
志
の
中
に
は
、
明
治
維
新
後
も
ふ
た
た
び
藩
政
あ
る
い
は
幕
政
を
復
活
さ
せ
よ

う
と
す
る
つ
よ
い
願
望
を
も
っ
た
人
々
が
、
少
な
か
ら
ず
居
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ひ
と
た
び
反
乱
を
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お
こ
せ
ば
、
諸
藩
の
有
志
が
立
ち
あ
が
り
、
「
天
下
回
復
」
が
可
能
な
り
と
信
じ
た
者
も
居
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
た
と
え
成
功
の
見
込

は
な
い
に
し
て
も
、
明
治
新
政
府
に
一
矢
を
報
い
、
溜
飲
を
下
げ
ん
と
し
た
者
も
居
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
し
て
、
東
北
地
方
で
勃
発
し
た
典
型
的
な
士
族
反
乱
事
件
は
、
明
治
三
年
に
発
生
し
た
雲
井
龍
雄
の
乱
で

あ
っ
た
。
私
も
そ
の
規
模
に
お
い
て
雲
井
の
事
件
と
の
比
較
に
な
ら
な
い
小
さ
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
当
時
の
反
乱
事
件
の
若
干
を
紹
介

　
　
　
　
　
　
（
2
）

し
た
こ
と
が
あ
る
．
ま
た
時
期
は
若
干
お
く
れ
る
が
、
明
治
十
年
西
南
ノ
役
に
際
し
、
西
郷
軍
に
呼
応
し
て
決
起
せ
ん
と
し
た
跡
部
達
蔵

（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

事
件
、
真
田
太
古
事
件
な
ど
も
、
そ
う
し
た
背
景
の
延
長
線
上
に
こ
れ
を
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
登
米
県
に
お
け
る
反
乱
陰
謀
未
遂
事
件
も
．
小
さ
い
も
の
と
は
い
え
、
前
述
の
諸
事
件
と
同
一
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。

　
（
1
）
　
綿
貫
哲
雄
「
維
新
前
後
の
国
事
犯
」
・
「
国
家
学
会
雑
誌
」
第
四
十
六
巻
九
号
・
昭
和
七
年
・
一
頁
以
下
、
田
中
時
彦
「
雲
井
竜
雄
ら
陰
謀
事
件

　
　
i
旧
佐
幕
系
国
事
犯
の
処
断
1
』
・
「
日
本
政
治
裁
判
史
録
・
明
治
前
」
・
昭
和
四
十
三
年
・
一
六
〇
頁
以
下
等
参
照
。

　
（
2
）
　
拙
稿
「
若
松
県
に
お
け
る
幕
府
あ
る
い
は
会
津
藩
復
興
陰
謀
二
件
に
関
す
る
裁
判
史
料
」
・
手
塚
編
「
近
代
目
本
史
の
新
研
究
」
W
・
昭
和
六

　
　
十
年
・
二
四
七
頁
以
下
、
拙
稿
「
茨
城
県
に
お
け
る
幕
府
復
興
を
看
板
に
し
た
陰
謀
事
件
の
裁
判
史
料
」
・
慶
大
「
法
学
研
究
』
第
五
九
巻
三
号
・

　
　
昭
和
六
十
一
年
・
六
八
頁
以
下
等
参
照
。

　
（
3
）
　
拙
稿
「
跡
部
達
蔵
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
」
・
慶
大
「
法
学
研
究
」
第
五
六
巻
一
〇
号
・
昭
和
五
十
八
年
・
三
八
頁
以
下
、
拙
稿
「
続
・
跡

　
　
部
達
蔵
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
」
・
慶
大
「
法
学
研
究
」
第
五
六
巻
一
二
号
・
六
八
頁
以
下
等
参
照
。

　
（
4
）
　
拙
稿
「
真
田
太
古
内
乱
陰
謀
事
件
関
係
史
料
」
・
慶
大
「
法
学
研
究
」
第
五
七
巻
一
号
・
昭
和
五
十
九
年
・
五
八
頁
以
下
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
月
八
日
稿
了
）
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後
記
　
本
稿
起
草
に
際
し
、
腰
痛
に
て
外
出
不
如
意
の
私
に
対
し
、

　
こ
こ
に
記
し
て
そ
の
学
恩
を
謝
す
。

根
本
敬
彦
君
か
ら
格
別
の
支
援
を
う
け
た
。
ま
た
、
中
山
勝
君
の
援
助
も
う
け
た
．


